
～倒産、解雇及び雇い止め等により離職された方へ～ 
平成２２年４月から、国民健康保険税が軽減されます。 

 

● 対象者は？  

雇用保険受給資格者証の理由コードが、下記①・②に該当し、失業等給付を受ける方。 

①理由コード：１１，１２，２１，２２，３１，３２ 特定受給資格者（倒産・解雇等による離職）  

②理由コード：２３，３３，３４          特定理由離職者（雇い止め等による離職）   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

＜雇用保険受給資格者証 見本＞  

                        ※見本は平成 22 年２月 22 日以降交付の新様式です。 

● 軽減額は？ 

    国民健康保険税は、前年の所得等から算定されますが、軽減は前年の給与所得を 

３０/１００とみなして算定されます。 
 

● 軽減期間は？ 

    離職の翌日から翌年度末までの期間 

（軽減期間中に就職し会社の健康保険に加入するなど、国民健康保険を脱退すると 

軽減は終了します。） 
 

● 制度が始まる前の失業は対象外ですか？ 

制度が始まる前１年以内（平成２１年３月３１日以降）に離職した方は、平成２２年度に 

限り国民健康保険税が軽減されます。 
 

※軽減を受けるには、下記を持参のうえ申請が必要です。 

《申請に必要なもの》 

① 雇用保険受給資格者証 

② 印鑑（朱肉を使用するもの） 

【申請・問い合わせ先】 戸田市役所 福祉部 保険年金課 保険税賦課担当 

                                電話 048-441-1800（代） 内線 247・266 
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